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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄液の流出が可能な流出口を下端に形成した収納体を作業台の載置部に載置して、収
納体の少なくとも流出口の下端外周と作業台の載置部とを密着可能に接触し、収納体を載
置部に載置した状態で収納体内への洗浄液の収納を可能とするとともにこの収納体内に被
洗浄物を収納して洗浄液による洗浄を行った後、載置部から収納体を位置移動して、流出
口の下端外周と載置部との密着を解除し、流出口から洗浄液を排出し、収納体を載置部に
復元した後、新たな洗浄液を収納体内に、導入して再度洗浄液と被洗浄物を接触させ被洗
浄物を洗浄することを繰り返す事を特徴とする被洗浄物の洗浄方法。
【請求項２】
　被洗浄物の収納が可能な収納体の下端に、洗浄液の流出が可能な流出口を形成するとと
ともに作業台の載置部に載置した状態で収納体の少なくとも流出口の下端外周と作業台の
載置部とを密着可能に接触し、収納体を載置部に載置した状態で収納体内への洗浄液の収
納を可能とするとともに載置部から収納体が位置移動したときに、流出口の下端外周と載
置部との密着を解除し、流出口から洗浄液を排出し、この洗浄液の排出後、収納体を載置
部に復元し、新たな洗浄液を収納体内に、導入可能とした事を特徴とする被洗浄物の洗浄
装置。
【請求項３】
　新たな洗浄液は、排出した洗浄液の液溜部に洗浄液の清浄化機構を介して接続した液体
ポンプによって洗浄液を流動させ、清浄化機構で清浄化して再使用するものである事を特
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徴とする請求項１記載の被洗浄物の洗浄方法。
【請求項４】
　新たな洗浄液は、排出した洗浄液の液溜部に洗浄液の清浄化機構を介して接続した液体
ポンプによって洗浄液を流動させ、清浄化機構で清浄化して再使用するものである事を特
徴とする請求項２記載の被洗浄物の洗浄装置。
【請求項５】
　新たな洗浄液は、被洗浄物の洗浄後の清浄化液ではなく、未使用の洗浄液を使用するも
のである事を特徴とする請求項１記載の被洗浄物の洗浄方法。
【請求項６】
　新たな洗浄液は、被洗浄物の洗浄後の清浄化液ではなく未使用の洗浄液を使用するもの
である事を特徴とする請求項２記載の被洗浄物の洗浄装置。
【請求項７】
　作業台は、収納体の流出口から流出した洗浄液を収納して液溜部とする収納槽内に立ち
上げて固定的に配置したものである事を特徴とする請求項１、３または５記載の被洗浄物
の洗浄方法。
【請求項８】
　作業台は、収納体の流出口から流出した洗浄液を収納して液溜部とする収納槽内に立ち
上げて固定的に配置したものである事を特徴とする請求項２、４または６記載の被洗浄物
の洗浄装置。
【請求項９】
　作業台は、液溜部とは別個に移動可能に形成し、液溜部位置に移動可能とした事を特徴
とする請求項１、３または５記載の被洗浄物の洗浄方法。
【請求項１０】
　作業台は、液溜部とは別個に移動可能に形成し、液溜部位置に移動可能とした事を特徴
とする請求項２、４または６記載の被洗浄物の洗浄装置。
【請求項１１】
　液溜部は、洗浄目的に応じて異なる洗浄液を充填した複数個を別個に形成し、この複数
個の液溜部に収納体を順次接続し、ポンプで洗浄液を被洗浄物に供給するものである事を
特徴とする請求項１、３又は９記載の被洗浄物の洗浄方法。
【請求項１２】
　液溜部は、洗浄目的に応じて異なる洗浄液を充填した複数個を別個に形成し、この複数
個の液溜部に収納体を順次接続し、ポンプで洗浄液を被洗浄物に供給するものである事を
特徴とする請求項２、４又は１０記載の被洗浄物の洗浄装置。
【請求項１３】
　作業台は、収納体の載置部に超音波振動子を配置し、洗浄液と共に収納体内に収納した
被洗浄物を超音波洗浄可能とした事を特徴とする請求項１、３、５、７または９記載の被
洗浄物の洗浄方法。
【請求項１４】
　作業台は、収納体の載置部に超音波振動子を配置し、洗浄液と共に収納体内に収納した
被洗浄物を超音波洗浄可能とした事を特徴とする請求項２、４、６、８、又は１０記載の
被洗浄物の洗浄装置。
【請求項１５】
　作業台は、複数の連続する作業台を仕切る外周枠の高さよりも直径の大きなローラーを
作業台の上面に配置し、このローラー上で被洗浄物を移動可能とした事を特徴とする請求
項１又は９記載の被洗浄物の洗浄方法。
【請求項１６】
　作業台は、複数の連続する作業台を仕切る外周枠の高さよりも直径の大きなローラーを
作業台の上面に配置し、このローラー上で被洗浄物を移動可能とした事を特徴とする請求
項２又は１０記載の被洗浄物の洗浄装置。
【請求項１７】
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　収納体内に収納する被洗浄物は、収納籠に挿入されたものである事を特徴とする請求項
１、７、１１、又は１３記載の被洗浄物の洗浄方法。
【請求項１８】
　収納体内に収納する被洗浄物は、収納籠に挿入されたものである事を特徴とする請求項
２、８、１２、又は１４記載の被洗浄物の洗浄装置。
                                                                            
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品、機械部品、医療機器等の汚染された物品を洗浄する洗浄方法及び
その洗浄装置に係るもので、被洗浄物の精密洗浄を行う場合に特に有効なものである。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００２－１７７９０４号
【特許文献２】特開平７－１３６６０３号公報
【特許文献３】特開昭５６－１０８８８４号公報
【０００３】
　従来、洗浄液を用いて被洗浄物の精密浸漬洗浄を行う場合は、特許文献１から３に示す
如く、被洗浄物を、複数の洗浄槽を順次移動させながら洗浄することが行われている。こ
のように複数の洗浄槽を順次移動させながら洗浄すれば、第１の洗浄槽で第１次洗浄を行
い、第２の洗浄槽で第２次洗浄を順次行うことが出来るため、多くの洗浄槽を経由するほ
ど精密な洗浄が可能となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、複数の洗浄槽を順次移動させながら被洗浄物の洗浄を行う方法は、被洗
浄物を洗浄槽に導入する毎に、当該洗浄槽は被洗浄物に因って汚染されるものとなる。多
くの洗浄槽を経由させて被洗浄物の洗浄を行う場合、これらの多くの洗浄槽の洗浄液が順
次汚染されていくものとなり、汚染が薄められていくにすぎないものである。これは精密
洗浄を行う上で好ましくないし、頻繁に洗浄液の交換を行わねば成らず不経済なものとな
る。また、被洗浄物は１個の洗浄槽で１回の洗浄作業を行うと、次の洗浄槽に移動しなけ
れば成らず作業効率が悪いものであった。
【０００５】
　本発明は上述の如き課題を解決し、洗浄作業の初期から完了まで１種類の洗浄液で洗浄
可能な場合は、単一の洗浄槽で複数の洗浄槽を用いたと同様の被洗浄物の洗浄効果を得る
ことを可能とする。また、単一の洗浄槽で精密洗浄を可能とするから、被洗浄物を移動す
る等の手数を要さずに迅速な洗浄作業を可能とする。また、洗浄工程に於いて種類の異な
る洗浄液や、同一種類の洗浄液でも純度の異なる洗浄液を用いる場合の如く、異なる洗浄
液を用いる場合は、複数の洗浄槽若しくは洗浄台が必要となるものの、１種類の洗浄液を
用いて被洗浄物の複数回の洗浄を各々可能とし、高度の精密洗浄を可能とすることが出来
るようにしようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上述の如き課題を解決するため、洗浄液の流出が可能な流出口を下端に形成し
た収納体を作業台の載置部に載置して、収納体の少なくとも流出口の下端外周と作業台の
載置部とを密着可能に接触し、収納体を載置部に載置した状態で収納体内への洗浄液の収
納を可能とするとともにこの収納体内に被洗浄物を収納して洗浄液による洗浄を行った後
、載置部から収納体を位置移動して、流出口の下端外周と載置部との密着を解除し、流出
口から洗浄液を排出し、収納体を載置部に復元した後、新たな洗浄液を収納体内に、導入
して再度洗浄液と被洗浄物を接触させ被洗浄物を洗浄することを繰り返す事を特徴とする
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ものである。
【０００７】
　また、被洗浄物の収納が可能な収納体の下端に、洗浄液の流出が可能な流出口を形成す
るととともに作業台の載置部に載置した状態で収納体の少なくとも流出口の下端外周と作
業台の載置部とを密着可能に接触し、収納体を載置部に載置した状態で収納体内への洗浄
液の収納を可能とするとともに載置部から収納体が位置移動したときに、流出口の下端外
周と載置部との密着を解除し、流出口から洗浄液を排出し、この洗浄液の排出後、収納体
を載置部に復元し、新たな洗浄液を収納体内に、導入可能として成るものである。
【０００８】
　また、新たな洗浄液は、排出した洗浄液の液溜部に洗浄液の清浄化機構を介して接続し
た液体ポンプによって洗浄液を流動させ、清浄化機構で清浄化して再使用するものであっ
ても良い。
【０００９】
　また、新たな洗浄液は、被洗浄物の洗浄後の清浄化液ではなく、未使用の洗浄液を使用
するものであっても良い。
【００１０】
　また、作業台は、収納体の流出口から流出した洗浄液を収納して液溜部とする収納槽内
に立ち上げて固定的に配置したものであっても良い。
【００１１】
　また、作業台は、液溜部とは別個に移動可能に形成し、液溜部位置に移動可能としたも
のであっても良い。
【００１２】
　また、液溜部は、洗浄目的に応じて異なる洗浄液を充填した複数個を別個に形成し、こ
の複数個の液溜部に収納体を順次接続し、ポンプで洗浄液を被洗浄物に供給するものであ
ものであっても良い。
【００１３】
　また、作業台は、収納体の載置部に超音波振動子を配置し、洗浄液と共に収納体内に収
納した被洗浄物を超音波洗浄可能としたものであっても良い。
【００１４】
　また、作業台は、複数の連続する作業台を仕切る外周枠の高さよりも直径の大きなロー
ラーを作業台の上面に配置し、このローラー上で被洗浄物を移動可能としたものであって
も良い。
【００１５】
　また、収納体内に収納する被洗浄物は、収納籠に挿入されたものであっても良い。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は上述の如く構成したものであるから、作業台の載置部に載置した収納体内に被
洗浄物を収納すると共に洗浄液を充填すれば、収納体の下端に設けた流出口は下端外周と
載置部の上面とを密着可能に接触しているから、洗浄液は外部に流出することはなく、収
納体内の被洗浄物の液洗浄が可能となる。この液洗浄の完了後、収納体を上方に吊り上げ
るか、横に移動させる等の方法により、載置部から収納体を位置移動させれば、流出口の
下端外周と載置部の上面との密着を解除することが可能となる。この密着解除により、流
出口をから洗浄液を急速に排出すると共に収納体を作業台の載置部に復元し、洗浄液の再
度の導入が可能となるから、洗浄液を、作業台の上面に載置した収納体内に再度導入する
ことにより被洗浄物の洗浄を再度行うことが可能となる。
【００１７】
　このように本発明に於いては、被洗浄物の繰り返し洗浄を行うことが出来るから、洗浄
作業の初期から完了まで１種類の洗浄液で洗浄可能な場合は、単一の洗浄槽で複数の洗浄
槽を用いたと同様の被洗浄物の洗浄効果を得ることが出来る。そして、単一の洗浄槽で精
密洗浄を可能とするから、複数の洗浄槽間で被洗浄物を移動する等の手数を要さずに迅速
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な洗浄作業を可能とする。
【００１８】
　また、洗浄工程に於いて種類の異なる洗浄液や、同一種類の洗浄液でも純度の異なる洗
浄液を用いる場合の如く、異なる洗浄液を用いる場合は、複数の洗浄槽が必要となるもの
の、各々１種類の洗浄液を用いて被洗浄物の複数回の洗浄を繰り返すことを各々可能とし
、この場合も高度の精密洗浄を簡易迅速に可能とすることが出来る。
【００１９】
　また、収納体は作業台の上面に液密に載置し得るものであれば筒状のものを用いること
ができ、通常の洗浄槽に比較し極めて廉価なものとなる。
【実施例１】
【００２０】
　本発明の一実施例を図面に於いて説明すれば、(１)は収納体で、機械部品、電子部品、
医療機器等の被洗浄物を収納可能な寸法に外周壁(２)を形成すると共に、図１、図２に示
す如く下端に、洗浄液(３)の流出が可能な流出口(４)を形成する。この流出口(４)は、収
納体(１)の底板に開口しても良いが、図面に示す実施例では底板を設けることなく収納体
(１)の底部そのものを流出口(４)としている。そして、この収納体(１)を洗浄作業を行う
作業台(５)の載置部(６)に載置した状態で、流出口(４)を構成する外周壁(２)の下端を載
置部(６)と密着可能に接触させている。
【００２１】
　この密着は必ずしも厳格なものではなく、収納体(１)内に収納する洗浄液(３)が、ワン
サイクルの洗浄作業が完了するまで収納体(１)内に保持される程度の密着性を保てるもの
であれば良く、ワンサイクルの洗浄作業に支障のない範囲で洗浄液(３)が多少流出しても
良い。また、流出口(４)を構成する外周壁(２)の下端と載置部(６)との密着は、外周壁(
２)の下端と載置部(６)とを鏡面に形成して行っても良いし、液密保持性のパッキンを用
いても良く、任意の方法を用いることができる。
【００２２】
　そして、上記の作業台(５)は、収納体(１)の流出口(４)から流出した洗浄液(３)を収納
する為の液溜部(７)を設けた収納槽(８)内に配置台(１０)を立ち上げ、この配置台(１０)
の上端に配置することにより、作業台(５)を収納槽(８)内に立ち上げている。また、液溜
部(７)には、洗浄液(３)の清浄化機構(１１)を介して液体ポンプ(１２)を接続する。清浄
化機構(１１)は、フイルター、イオン交換機、油水分離器、蒸留再生機とうを用いること
ができる。そして、この液体ポンプ(１２)で流動させ清浄化機構(１１)で清浄化した洗浄
液(３)を、導入配管(１３)により作業台(５)の上面に載置した収納体(１)内に導入可能と
している。
【００２３】
　また、作業台(５)は、収納体(１)の載置部(６)に超音波振動子(１４)を配置し、洗浄液
(３)と共に収納体(１)内に収納した被洗浄物を超音波洗浄可能としている。超音波洗浄の
如き、被洗浄物の洗浄液による洗浄補助手段としては、超音波洗浄の他、バブル洗浄、揺
動洗浄方法を用いることも勿論可能である。
【００２４】
　また、被洗浄物の洗浄は収納体(１)に収納して行うが、この収納体(１)に被洗浄物を直
接収納し載置部(６)に被洗浄物を直接接触させても良いが、図２、図３に示す如く、収納
体(１)とは別個に形成した洗浄籠(１５)に被洗浄物を収納した後、この洗浄籠(１５)を収
納体(１)に収納するようにしても良い。収納体(１)に被洗浄物を直接収納する方法では、
被洗浄物と他の部材の接触を極力少なくして高度の精密洗浄を行う場合に有効であるし、
洗浄籠(１５)に収納した被洗浄物を収納体(１)に収納して洗浄する場合は、小型で多数の
被洗浄物を洗浄する場合に、取り扱いが容易となる利点を有している。また、１種類の被
洗浄物を洗浄工程に於いて種類の異なる洗浄液や、同一種類の洗浄液でも純度の異なる洗
浄液を用いる場合の如く、異なる複数種の洗浄液(３)で洗浄する場合に、複数種の洗浄液
(３)を収納した複数の液溜部(７)を移動する場合に好都合なものである。
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【００２５】
　また、別個の洗浄籠(１５)を用いることなく、図６に示す如く収納体(１)の底部に金網
等の網部(１６)を設置したものであってもよい。
【００２６】
　上述の如く構成したものに於いて、被洗浄物の洗浄を行うには、図１に示す如く、収納
体(１)を作業台(５)の載置部(６)に載置する。この載置は、収納体(１)の少なくとも流出
口(４)の下端外周と作業台(５)の上面とを密着可能に接触して行う。そして、収納体(１)
内に被洗浄物を収納した後、液体ポンプ(１２)を作動し、図２に示す如く、液溜部(７)の
洗浄液(３)を導入配管(１３)を介して収納体(１)内に導入し被洗浄物と接触させる。収納
体(１)の流出口(４)の下端外周と作業台(５)の上面とは密着しているから、収納体(１)内
に充填した洗浄液(３)は外部に流出することがないか、極めて少ないものとなる。
【００２７】
　収納体(１)内に洗浄液(３)を充填した状態で被洗浄物の１回目の洗浄を行うが、必要に
応じて配置台(１０)の超音波振動子(１４)を作動して、被洗浄物の超音波洗浄を行う。ま
た、配置台(１０)には超音波振動子(１４)以外の適宜の洗浄補助手段、例えばバブルの発
生手段、上下揺動手段、回転手段等を設置するものとしても良い。
【００２８】
　そして、１回目の洗浄が完了したら収納体(１)を図３に示す如く上方に持ち上げるか、
横に位置移動することにより、作業台(５)の載置部(６)と収納体(１)の流出口(４)外周と
の密着を解除する。この収納体(１)の位置移動により収納体(１)内の洗浄液(３)は、収納
体(１)の流出口(４)から外部に流出し、液溜部(７)に導入される。
【００２９】
　洗浄液(３)を排出した後の収納体(１)は、再び作業台(５)の載置部(６)に載置し、流出
口(４)を密閉した後液体ポンプ(１２)を作動し、液溜部(７)から洗浄液(３)を流入させる
。この液溜部(７)と液体ポンプ(１２)の間には、フイルター、イオン除去器等の洗浄液(
３)の清浄化機構(１１)を配置しているから、第１回目の洗浄によって汚染された洗浄液(
３)は、清浄化機構(１１)によって清浄化された状態で収納体(１)に充填される。そして
、被洗浄物の第２回目の洗浄作業を行うことが出来る。この第２回目の洗浄完了後は収納
体(１)の位置移動を行い、汚染された洗浄液(３)を液溜部(７)に流入させる。
【００３０】
　上記の作業を必要回数繰り返すことにより、被洗浄物は常に清浄化された洗浄液により
連続的に洗浄を行うことができ、迅速で確実な被洗浄物の精密洗浄を可能とすることがで
きる。
【実施例２】
【００３１】
　また、上記の実施例１に於いて液溜部(７)は、作業台(５)を固定的に配置収納した収納
槽(８)内に形成しているが、作業台(５)と液溜部(７)とは分離して別個に形成するもので
あっても良い。実施例２では、図７に示す如く、作業台(５)の外周三方に外周枠(１７)を
設けると共に、一方に外周枠(１７)を設けず洗浄液の排出口(１８)を形成している。この
排出口(１８)の下方には洗浄液(３)を一方に排出させるための誘導片(２０)を形成してい
る。
【００３２】
　また、液溜部(７)は、誘導片(２０)に臨ませて上端の開口部(２１)に液受け片(２２)を
突出し、内部に洗浄液(３)を収納している。また、洗浄液(３)に液体ポンプ(１２)を接続
し、清浄化機構(１１)で清浄化した洗浄液(３)を、作業台(５)の上面に載置した収納体(
１)内に導入可能とするのは前記実施例１と同様である。
【００３３】
　上述の如く形成した実施例２に於いて被洗浄物の洗浄作業を行うには、作業台(５)の載
置部(６)に収納体(１)を載置すると共に、この収納体(１)内に被洗浄物を収納し、適宜の
保持手段により作業台(５)を液溜部(７)の上面に配置し、作業台(５)の誘導片(２０)と液
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溜部(７)の液受け片(２２)を対向させる。また、液体ポンプ(１２)を作動し、洗浄液(３)
を収納体(１)内に供給して被洗浄物の洗浄作業を行った後、収納体(１)の位置移動を行え
ば、収納体(１)内の洗浄液(３)は収納体(１)から流出し、作業台(５)の上面の排出口(１
８)から流出し、液溜部(７)の液受け片(２２)に突き当たって液溜部(７)に導入される。
そして、収納体(１)を作業台(５)の載置部(６)に再度密着させた後、液体ポンプ(１２)を
作動し清浄化機構(１１)で清浄化した洗浄液(３)を収納体(１)内に供給することを繰り返
すことにより、被洗浄物の精密洗浄を可能とすることが出来る。
【００３４】
　そして、上記の実施例は１種類の洗浄液(３)を用いて被洗浄物の洗浄を行うものであっ
ても良いが、洗浄工程に於いて種類の異なる洗浄液や、同一種類の洗浄液でも純度の異な
る洗浄液を用いる場合の如く、異なる複数種の洗浄液(３)で洗浄する場合には、各々種類
の異なる洗浄液(３)を収納した液溜部(７)と、収納体(１)を順次接続することにより、被
洗浄物を複数の洗浄液(３)で洗浄することにより更に高度の精密洗浄効果を得ようとする
場合にも好都合なものである。
【００３５】
　この、被洗浄物を複数の洗浄液(３)で洗浄する実施例では、図８に示す如く、液溜部(
７)を３個形成し、第１の液溜部(７)には洗剤から成る洗浄液(３)を収納し、第２の液溜
部(７)には濯ぎ液を洗浄液(３)として使用し、第３の液溜部(７)には仕上げ用の純水を使
用する。この複数の液溜部(７)に使用する洗浄液(３)の種類、液溜部(７)の数等は洗浄目
的に応じて任意に決定し得るものである。また、第１の液溜部(７)から第３の液溜部(７)
迄、同一種類の洗浄液を用いるが、この洗浄液を純度の異なる洗浄液(３)としても良い。
この場合は第１の液溜部(７)に接続する清浄化機構(１１)よりも第２，第３の液溜部(７)
に接続する清浄化機構(１１)を高性能なものとし、純度の高い洗浄液(３)の濾過を可能と
するものであっても良い。
【００３６】
　また、図８に示す実施例では複数の液溜部(７)を連結して一体に形成しているが、各々
別個に独立して設けるものであっても良い。複数の液溜部(７)を連結して形成すれば１個
あたりの製造コストを低下させることが出来るし、各々独立した液溜部(７)を複数個用い
る場合は、１個あたりの製造コストを高くするが、各々独立した液溜部(７)は一種類で、
使用個数、配置形態等に自由に対応できるものとなるから、洗浄目的に容易に対応できる
と共に、量産メリットによるコストダウンを可能とすることが出来る。
【実施例３】
【００３７】
　また、上記の実施例１、２では、複数の収納槽(８)を用いる場合は、収納体(１)に洗浄
籠(１５)を介して被洗浄物(２４)を収納したり、収納体(１)の下底に網部(１６)を形成す
ることにより。被洗浄物(２４)の移動を容易なものとしている。しかし、破損し易いガラ
ス板や、極めて慎重な洗浄が要求されるシリコンウエハー等を被洗浄物(２４)とする場合
は、実施例１、２では必ずしも好ましいものではない。そのため、実施例３では図９に示
す如く、複数の連続する作業台(５)を仕切る外周枠(１７)の高さよりも直径の大きなロー
ラー(２３)を作業台(５)の上面に配置し、このローラー(２３)上で被洗浄物(２４)を移動
することにより、被洗浄物(２４)に衝撃を加えることなく第１の洗浄台(５)から隣接する
洗浄台に被洗浄物(２４)を移動することができるものである。
                                                                            
【００３８】
　この実施例３に於いても、作業台(５)のローラー(２３)上に被洗浄物(２４)を載置した
状態で、収納体(１)の上面と作業台(５)の下端とを密着し、収納体(１)に洗浄液(３)を導
入して被洗浄物(２４)の洗浄を行い、収納体(１)を位置移動して洗浄液(３)を排出した後
、清浄化機構(１１)を介して洗浄液(３)を収納体(１)内に復元することを複数回繰り返す
点は、上記の実施例１、２と同様である。
【実施例４】
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【００３９】
　上記実施例１乃至３に於いては、被洗浄物(２４)の洗浄使用後の洗浄液(３)を何れも清
浄化機構(１１)と液体ポンプ(１２)を用いて清浄化することにより再使用している。しか
し、他の異なる第４実施例に於いては、洗浄液(３)を清浄化せずに、被洗浄物の一回の使
用で廃棄する垂れ流し状態での使用を行う。この場合は、図１０、図１１、図１２に示す
如く、清浄化機構(１１)を備えない構成としている。この洗浄方式を用いるのに適した被
洗浄物としては、半導体ウエハース等の超精密洗浄を行う場合に、純水を垂れ流し状態で
洗浄作業を行うものである。この場合も、収納体(１)内に被洗浄物(２４)である半導体ウ
エハースを収納し、収納体(１)内に純水である洗浄液(３)を充填し、超音波振動子(１４)
を作動して超音波洗浄を行った後、収納体(１)の位置移動を行って洗浄液(３)を排出する
。そして、収納体(１)を元位置に復元して再度新たな純水を収納体内(１)に充填して超音
波洗浄を行う事を繰り返すものである。
【００４０】
　また、他の洗浄方式では、通常の水を洗浄液として農産物を洗浄する場合の如く、被洗
浄物の汚染が単純で洗浄液を垂れ流しとしても、環境に与える影響が小さい場合等に有効
な洗浄方法となる。この場合に於いても、収納体(１)内に被洗浄物(２４)である農産物を
収納し、収納体(１)内に通常の水である洗浄液(３)を充填し、超音波振動子(１４)を作動
して超音波洗浄を行った後、収納体(１)の位置移動を行い洗浄液(３)を排出する。そして
、収納体(１)を元位置に復元して再度洗浄液(３)を収納体内(１)に充填し、超音波洗浄を
行う事を繰り返すことは全ての実施例に於いて同様である。
【実施例５】
【００４１】
　また、作業台(５)に載置する収納体(１)の容積、直径等は、作業台(５)に載置可能であ
れば、任意のものを用いる事が可能であって、例えば、図１３、図１４に実線で示す収納
体(１)を標準的なものとすれば、一点鎖線で示す示す如く大きな直径のものを用いても良
いし、２点差線で示す如く縦方向の直径が深いものを用いても良い。このような収納体(
１)の選択は、被洗浄物(２４)の寸法と、洗浄目的に応じて任意のものを選択する事が可
能となる。そして、被洗浄物(２４)の寸法と、洗浄目的に応じて従来の洗浄槽を選択使用
する場合に比較すれば、極めて廉価に収納体(１)の選択が可能となるし、洗浄液(３)の節
約とも成り、効率的で廉価な洗浄作業を可能とするものである。
【００４２】
　また、更に上記の収納体(１)は作業台(５)に複数個並べて洗浄作業を並列的に行うこと
も可能となるものである。このように構成することにより、種類の異なる複数の被洗浄物
を同時に洗浄することが可能となり、汎用性の高い洗浄作業を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】実施例１を示すフロー図。
【図２】実施例１の洗浄作業状態を示すフロー図。
【図３】実施例１の収納体の位置移動状態を示すフロー図。
【図４】収納体の斜視図。
【図５】収納籠の一例を示す斜視図。
【図６】収納体の異なる実施例を示す斜視図。
【図７】実施例２を示すフロー図。
【図８】実施例２に於いて複数の液溜部を用いた状態を示すフロー図。
【図９】実施例３に於いて作業台にローラーを用いた状態を示すフロー図。
【図１０】実施例４を示すフロー図。
【図１１】実施例４の洗浄作業状態を示すフロー図。
【図１２】実施例４の収納体の位置移動状態を示すフロー図。
【図１３】実施例５に於いて寸法の異なる収納体用いた例を示す説明図。
【図１４】図１３の平面図である。
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【符号の説明】
【００４４】
　１　　収納体
　３　　洗浄液
　４　　流出口
　５　　作業台
　６　　載置部
　７　　液溜部
　８　　収納槽
１１　　清浄化機構
１２　　液体ポンプ
１４　　超音波振動子
１７　　外周枠
２３　　ローラー
２４　　被洗浄物
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